
公益財団法人日本スポーツ協会 職員旅費規程 

 

第 １ 章  総    則 

（目  的） 

第１条 この規程は、公益財団法人日本スポーツ協会（以下、本会という）定款第４６条

に定めるところにより事務局職員（以下職員という。）等に支給する旅費に関し基準を

定め、会務の円滑な運営に資するものとする。 

２．職員及び本会より依頼を受けた者に対して支給する旅費に関しては、他に特別に定め

る場合を除きこの規程による。 

 

（出張命令等） 

第２条 出張のための旅行は、次の区分による出張命令又は出張依頼（以下出張命令等と

いう。）によって行うものとする。 

（１）局長に対する出張命令又はこれに準ずる本会外の者に対する出張依頼は、専務理事

又は会長の指名した常務理事（以下常務理事という。） 

（２）前号以外の職員の出張命令又はこれに準ずる本会外の者に対する出張依頼は、事務

局長 

２．前項に規定する出張命令等は、口頭で行う。 

 

（旅費の支給） 

第３条 職員等（前条第１項各号に掲げるそれぞれの職員に準ずる本会外の者を含む。以

下この規程中において同じ。）が出張した場合には、当該者に対し旅費を支給する。 

 

（旅費の種類） 

第４条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食費及び旅行雑費

とする。 

２．鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。 

３．船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。 

４．航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。 

５．車賃は、陸路（鉄道を除く。以下同じ。）旅行について、路程に応じ通常の場合の実

費により支給することができる。 

６．日当は、旅行中の日数に応じ１日当りの定額により支給する。 

７．宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、実費により支給する。 

８．食費は、旅行中の朝食、夕食の回数に応じ、支給することができる。 

９．旅行雑費は、外国への出張に際して必要な雑費について、実費により支給する。 

 



（旅費の計算） 

第５条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算

する。ただし、業務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により最も経済的な通

常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって

計算する。 

 

（旅行の日数） 

第６条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。 

２．旅行中における年度の経過又は職務の変更等があった場合における旅費の計算は、そ

れぞれ旅費を支給した日の属する区分によって計算する。 

 

（旅費の支給･精算） 

第７条 旅費の支給を受けようとする者は、所定の様式による書類を作成し、決裁を得な

ければならない。 

２．前渡資金又は概算払いにより旅費の支給を受けた者又は旅行命令日の変更による旅費

の追給若しくは返納を必要とする者は、用件終了後２週間以内又は用件の属する月末日

までに旅費の精算をしなければならない。 

 

（旅費の区分） 

第８条 旅費を区分して国内旅行及び外国旅行の旅費とする。 

２．国内旅行は、本邦（本州、北海道、四国、九州及びその附属の島を含む。以下同じ。）

における旅行をいう。 

３．外国旅行は、本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行をいう。 

 

第 ２ 章  国内旅行の旅費 

（国内旅行） 

第９条 旅行に要する費用とし、交通費実費を支給する。 

また、片道１００km 以上の地域にあっては、旅行に要する旅費として交通費実費と日当

を支給する。 

 

（鉄道賃） 

第 10 条 鉄道賃は、旅客運賃、急行料金及び特急料金（新幹線特急料金を含む）による。 

２．急行料金及び特急料金は、一つの券の有効区間ごとに計算するものとする。 

３．普通急行列車又は特別急行列車（新幹線を含む）を運行する線路による旅行で片道５

０㎞以上の場合は、それぞれ急行料金、特急料金（新幹線特急料金）を支給することが

できる。 



 

（船  賃） 

第 11 条 船賃は、現に利用に要する運賃による。 

 

（航空賃） 

第 12 条 航空賃は、会務の緊急性若しくは経済性を勘案して、現に支払う旅客運賃により

支給することができる。 

 

（車  賃） 

第 13 条 車賃は、実費を支給することができる。 

 

（日  当） 

第 14 条 日当は、旅行日数に応じて、別表第１の定額による。 

 

（宿泊料） 

第15条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じて別表第１の金額を上限とし、その実費を支払う。 

２．宿泊料を要しない場合は、日当のみを支給する。 

３．業務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により宿泊しなければならない場合、

その宿泊料実費を支給する。 

 

（随行旅行の旅費等） 

第 16 条 会務の都合上、職員が役員の随行を命ぜられた場合において、運賃の等級が異な

るため支障があると認められたときは、定められたその者の運賃を等級にかかわらず、

上級の運賃を支給することができる。 

２．随行を命ぜられた職員に対しては、定められたその者の宿泊料の等級にかかわらず、

実費を支給することができる。 

 

（赴任手当） 

第17条 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤地

へ旅行するとき又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤地から新

在勤地に旅行するときは、赴任手当を支給することができる。 

２．前項の手当支給およびその支給額は専務理事又は常務理事が定める。 

 

（旅費の支払） 

第 18 条 前条までの規定による各種運賃等の支払いにおいて、その一部又は全部を出張者

に支給することなく、本会において直接旅行代理店等に支払うことができる。 



 

第 ３ 章  外国旅行の旅費 

（外国旅行） 

第 19 条 外国旅行の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び旅行雑費と

する。 

 

（鉄道賃） 

第 20 条 鉄道賃は、現に利用に要する運賃を支給する。 

 

（船  賃） 

第 21 条 船賃は、現に利用に要する運賃を支給する。 

 

（航空賃） 

第 22 条 航空賃は、次の各号に規定する運賃による。 

（１）運賃の等級を区分する航空路による旅行の場合においては、最下級運賃とする。 

（２）運賃の等級別の設けていない航空路による旅行の場合においては、現に航空機の利

用に要する運賃 

 

（車  賃） 

第 23 条 車賃は現に要した実費による。 

 

（日当及び宿泊料） 

第 24 条 日当は、旅行先の地域区分により旅行中の日数又は夜数に応じて別表第２の定額

による。 

２．宿泊料は、旅行先の地域区分により旅行中の日数又は夜数に応じて別表第２の金額を

上限とし、その実費を支給する。 

３．宿泊料を要しない場合は、日当のみを支給する。 

４．第１５条第３項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料について準用する。 

 

（旅行雑費） 

第 25 条 旅行雑費は、予防接種料、旅券の交付手数料、査証手数料、外貨交換手数料、旅

行小切手手数料、出入国税、その他これに類する雑費について、実費額を支給すること

ができる。ただし、旅行先における慣習によるホテルのボーイ又はポーター等の心付け

についてはこの限りではない。 

 

 



（旅費の支払） 

第 26 条 前条までの規定による各種運賃及び旅行雑費等の支払いにおいて、その一部又は

全部を出張者本人に支給することなく、本会において直接旅行代理店等に支払うことが

できる。 

第 27 条 第１６条の規定は、外国旅行の場合に準用することができる。 

 

第 ４ 章  旅費の調整 

（旅費の調整） 

第 28 条 事務局長は、旅行目的の性質上又は出張先の実情、その他特別の事情により、こ

の規程による旅費の支給が妥当でないと認めるときは、これを減額又は増額することが

できる。 

第 29 条 この規程に定めるほか、この規程の実施に関し必要な事項は、会長が定める。 

 

（一般職俸給表以外の俸給表を適用されるものの相当級） 

第30条 給与規程第７条に規定する一般職俸給表以外の同条各号に規定する俸給表の適用

を受ける者の一般職俸給表に相当する職務の等級は、別に定めるところによる。 

 

（規程の改廃） 

第 31 条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附 則 

１．この規程は、昭和５９年７月１日から施行する。 

２．この規程は、平成２年４月１日から施行する。 

３．この規程は、平成３年４月１日から施行する。 

４．この規程は、平成６年４月１日から施行する。 

５．この規程は、平成１２年４月１日から施行する。 

６．この規程は、平成２１年７月１日から施行する。 

７．この規程は、公益財団法人日本体育協会の設立の登記の日（平成２３年４月１日）か

ら施行する。 

８．この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

９．この規程は、平成３１年４月２４日から施行する。 

 



職員旅費規程に定める日当及び宿泊料 
 
 

別表第１（国内旅行の日当および宿泊料） 
日   当 

（１日につき） 
宿 泊 料 

（１泊朝食・税抜） 
２，０００ １０，０００ 

 ただし、1 泊素泊まり、1 泊 2 食の場合の宿泊料は、上記金額に税額を加算した額から下記金

額を加算または控除した額を上限額（税込）とする。 
（朝食：1,000 円、夕食：2,000 円） 

   
 
別表第２ （外国旅行の日当および宿泊料） 

地域区分 日   当 
（１日につき） 

宿 泊 料 
（１日につき） 

合   計 

指定都市 ６，２００ １９，３００ ２５，５００ 
甲地域 ５，２００ １６，１００ ２１，３００ 
乙地域 ４，２００ １２，９００ １７，１００ 
丙地域 ３，８００ １１，６００ １５，４００ 

ただし、滞在先の交流国側が、宿泊･食事料等滞在費（１泊３食）を負担する場合、及び本会

が旅行代理店等に宿泊･食事（１泊３食）の手配を依頼する場合は、職員の等級にかかわらず、

日当は１日当り３，０００円を支給する。 



別表第３（外国旅行の地域区分） 
１）指定都市 シンガポール、ロス・アンジェルス、ニュー・ヨーク、サン・フランシス

コ、ワシントン、ジュネーヴ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブ・ダビー、

ジェッダ、クウェイト、リアド及びアビジャン 
２）甲地方 イ）北米地域 北アメリカ大陸（メキシコ以南の地域を除く。）、グリ

ーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並

びにそれらの周辺の島しょ（西インド諸島及びマリアナ

諸島（グアムを除く。）を除く。） 
ロ）欧州地域 ヨーロッパ大陸（アゼルバイジャン、アルバニア、アル

メニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カ

ザフスタン、キルギス、グルジア、クロアチア、スロヴ

ァキア、スロヴェニア、タジキスタン、チェッコ、トル

クメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、

ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、マケドニア、

旧ユーゴースラヴィア共和国、モルドヴァ、ユーゴース

ラヴィア、ラトヴィア、リトアニア、ルーマニア、ロシ

アを除く。）、アイスランド、アイルランド、大ブリテ

ン、マルタ及びサイプラス並びにそれらの周辺の島しょ

（アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリヤ諸島を含

む。） 
ハ）中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、

イラン、クウェイト、ジョルダン、シリア、トルコ及び

レバノン並びにそれらの周辺の島しょ 
３）乙地方 指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域（本邦を除く。）と、アゼ

ルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、

エストニア、カザフスタン、キルギスタン、グルジア、クロアチア、スロ

ヴァキア、スロヴェニア、タジキスタン、チェッコ、トルクメニスタン、

ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェ

ゴヴィナ、マケドニア、旧ユーゴースラヴィア共和国、モルドヴァ、ユー

ゴースラヴィア、ラトヴィア、リトアニア、ルーマニア、ロシア、インド

シナ半島（タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。）、インドネシア、

大韓民国、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょ 
４）丙地方 イ）アジア地域

（本邦を除く） 
アジア大陸（アゼルバイジャン、アルメニア、ウクラ

イナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グ

ルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルー

シ、モルドヴァ、ロシア及び中近東地域を除く。） 
ロ）中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西

インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島し

ょ 
ハ）大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれ

らの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシ

ア海域及びメラネシア海域にある島しょ（ハワイ諸島

及びグアムを除く。） 
ニ）アフリカ地域

  
アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及

びセイシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ（アゾ

レス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。） 
ホ）南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ 

 




